
健康保険証 マイナ保険証への移行について
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説明資料①



2024年12月2日以降に入社（中途入社や新入
社員）、結婚や出産等による扶養の追加、健康
保険証を紛失など、いかなる場合においても
健康保険証の発行（再発行）はされません

はじめに

  国の制度改正で従来の健康保険証は

  2024年12月2日以降新規発行が終了となります。

  発行が終了することで、保険証に変わる証明が必要となります。

  以上のことを踏まえ、今後の対応をどのようにしていくか？について

  説明します。

  現在ご利用されている（お持ちである）健康保険証は2025年12月1日

  まで使用可となりますが、それ以降は使用できません。

    2025年12月2日には、健康保険証は廃止となり、マイナンバーカード

  を使った「マイナ保険証へ一本化」されることが決定されています。
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『マイナ保険証』とは？

…マイナンバーカードに健康保険証情報を紐づけし、健康保険証

として利用すること。

つまり「マイナンバーカードを取得した、持っている」だけで

は保険証として利用できるカードにはなっていません。
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『マイナンバーカード』とは？
…個人番号（マイナンバー）が記載されたICカードです。
身分証明書としても利用できます。

①「マイナンバーカード」と「マイナ保険証」の違いについて
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② マイナンバーカードの取得方法

⚫マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずはマイナン
バーカードを取得してください。
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⚫マイナンバーカードを、マイナ保険証として利用するには、
登録（紐づけ）が必要です。

⚫下記の3つ、いずれかの方法で申請してください

③ マイナンバーカードに健康保険証を紐づける方法について
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④登録(紐づけ)されているかわからない場合
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・2024(R6)年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了します

完全廃止新規発行終了

～2024.12.1 2024.12.2 2024.12.2～2025.12.1 2025.12.2 2025.12.2～

新規保険証
発行終了日

経過措置期間
（発行済みの健康保険証使用可能）

経過措置期間終了日
（以降は健康保険証使用不可）

保険証交付 新規発行や再発行は出来ません

保険証利用可能 保険証利用不可

⑤まとめ（今後のスケジュール）
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※参考 『マイナ保険証』での受診方法

医療機関や薬局での受診時に、
毎回持参して受付します

①マイナンバーカード
を顔認証付きカード
リーダーに置きます。

②画面の枠に顔を収めると
自動撮影されます。
暗証番号の場合は4桁の番号
を入力します。

▲顔認証 ▲暗証番号確認 ▲薬剤情報 ▲特定健診情報 ▲限度額情報

or

③「薬剤情報の閲覧」
「特定健診情報の閲覧」
の同意確認。

④「限度額情報の閲覧」
の同意確認。
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